
▽
六
十
五
歳
以
上
で
寝
た

き
り
や
痴
呆
な
ど
に
よ
り

介
護
・
支
援
が
必
要
な
人
、

（
第
一
号
被
保
険
者
）

▽
四
十
歳
か
ら
六
十
四
歳

ま
で
の
人
で
老
化
が
原
因

と
さ
れ
る
十
五
の
病
気

（
初
老
期
の
痴
呆
、
脳
血

管
疾
患
、慢
性
リ
ウ
マ
チ
、

閉へ
い
そ
く塞
性
動
脈
硬
化
な
ど
）

に
よ
り
介
護
・
支
援
が
必

要
な
人
（
第
二
号
被
保
険

者
）

申　　請

介
護
が
必
要
に
な
っ
た
ら
…

特  

集

介
護
保
険
〜
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
高
齢
社
会
の
た
め
に
〜

 

新
し
い
介
護
保
険
事
業

     

計
画
が
始
ま
り
ま
し
た

調査・審査判定

　介護サービスを利用するには、申請が
必要です。申請は、市の高齢社会課窓口
のほか、各中学校区ごとにある在宅介護
支援センターなどでできます。

　調査員による認定調査と医師
の意見書をもとに「介護認定審
査会」が、日常生活に介護や支
援が必要かどうかなどを審査し
判定します。

■
申
請
で
き
る
人

■
平
成
15
〜
17
年
度
の
所
得
段
階
と
保
険
料

申
請
か
ら
サ
ー
ビ
ス
利
用
ま
で

　

平
成
十
二
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
介
護
保
険
制
度
は
、
介
護
が
必

要
に
な
っ
た
高
齢
者
な
ど
の
人
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い

た
だ
き
、
可
能
な
限
り
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
支
え
る
制
度
で
す
。
今
回
は
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
ま

で
の
手
順
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
制
度
で
は
、
五
年
を
期
間
と
す
る
計

画
を
三
年
ご
と
に
見
直
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

鳥
取
市
も
昨
年
度
、
公
募
委
員
を
含
め
た
計
画

作
成
委
員
会
や
市
民
政
策
コ
メ
ン
ト
を
行
い
、
委

員
を
は
じ
め
と
す
る
市
民
の
み
な
さ
ん
の
意
見
・

提
言
を
踏
ま
え
、
介
護
保
険
事
業
計
画
の
見
直
し

を
行
い
ま
し
た
。
今
年
度
か
ら
新
し
い
計
画
に
基

づ
き
、
在
宅
で
の
介
護
を
重
視
し
た
事
業
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

課
税
・
所
得
状
況

所
得

段
階

負
担
割
合

平
成
15
〜
17

年
度
の
介
護

保
険
料
（
年

額
）

世
帯
員
全
員

が
市
民
税
非

課
税
の
人

生
活
保
護
を
受

け
て
い
る
人
、

ま
た
は
老
齢
福

祉
年
金
受
給
者

第
１

段
階

基
準
額
×

０
・
５

２
０
、７
０
０
円

上
記
条
件
に

該
当
し
な
い

人

第
２

段
階

基
準
額
×

０
・
７
５

３
１
、１
０
０
円

本
人
は
市
民
税
非
課
税
だ
が
、

世
帯
員
に
課
税
者
が
あ
る
人

第
３

段
階

基
準
額

４
１
、４
０
０
円

本
人
が

市
民
税
課
税

本
人
の
合
計

所
得
金
額
が

２
０
０
万
円

未
満
の
人

第
４

段
階

基
準
額
×

１
・
２
５

５
１
、８
０
０
円

本
人
の
合
計

所
得
金
額
が

２
０
０
万
円

以
上
の
人

第
５

段
階

基
準
額
×

１
・
５

６
２
、１
０
０
円
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